
議案第 １ 号

沖縄県教育委員会職員服務規程の一部を改正する訓令について

以下の理由により、沖縄県教育委員会職員服務規程の一部を改正する訓令案を別紙

のとおり提出する。

令和５年３月16日提出

沖縄県教育委員会教育長 半嶺 満

理 由

高齢者部分休業制度の実施等に伴い、沖縄県教育委員会職員服務規程を改正する

必要がある。

これが、この議案を提出する理由である。



改正案の概要の説明

部課名 教育庁総務課

１ 件名

沖縄県教育委員会職員服務規程の一部を改正する訓令

２ 改正の経緯及び必要性

⑴ 沖縄県職員の高齢者部分休業に関する条例（令和４年沖縄県条例第47号）の施

行に伴い、高齢者部分休業に係る規定を整備する等の必要がある。

⑵ 文書の保存、管理等に係る業務の効率化を図るため、出勤簿を半期単位から四

半期単位に改める必要がある。

３ 改正案の概要

⑴ 高齢者部分休業に係る規定を整備する。（第16条の22及び第24号様式の17から

第24号様式の19まで関係）

⑵ 出勤簿は、四半期単位とする。（第４号様式関係）

⑶ その他所要の改正を行う。（第22号様式）

⑷ この訓令は、令和５年４月１日から施行する。（附則）

４ 添付資料

⑴ 新旧対照表

⑵ 根拠法令等の参照条文

⑶ その他参考となる資料



（案）

沖縄県教育委員会訓令第 号

沖縄県教育委員会職員服務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和５年 月 日

沖縄県教育委員会

教育長 半 嶺 満

沖縄県教育委員会職員服務規程の一部を改正する訓令

沖縄県教育委員会職員服務規程（昭和47年沖縄県教育委員会訓令第４号）の一部を次のように改正する。

第16条の５第２項中「第11条第５号」を「第11条第６号」に改める。

第16条の21の次に次の１条を加える。

（高齢者部分休業の申請等の手続）

第16条の22 職員は、地公法第26条の３第１項の規定に基づき、高齢者部分休業の承認を受けようとすると

きは、高齢者部分休業を始めようとする日の１月前まで（学校に勤務する職員にあっては、教育長が定め

る日まで）に高齢者部分休業承認申請書（第24号様式の17）を所属長（学校に勤務する職員にあっては、

教育長。以下この条において同じ。）に提出しなければならない。

２ 高齢者部分休業をしている職員は、高齢者部分休業の承認の取消し又は高齢者部分休業に係る休業時間

の短縮に同意するときは、高齢者部分休業の承認の取消し・休業時間の短縮同意書（第24号様式の18）を

所属長に提出しなければならない。

３ 高齢者部分休業をしている職員は、休業時間の延長の承認を受けようとするときは、当該延長をしよう

とする期間の初日の１月前まで（学校に勤務する職員にあっては、教育長が定める日まで）に高齢者部分

休業時間延長承認申出書（第24号様式の19）を所属長に提出しなければならない。

第４号様式を次のように改める。

第４号様式（第６条関係）

出勤簿

出勤簿 発令年月日
職名 氏名

年（第 四半期） 年 月 日
月 日 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 整理欄

押 出 出 研 年 公 療 病 生 産 慶
勤 張 修 休 傷 養 休 休 休 弔

印

記
入
事 特 組 介 職 振 休 休 停 欠
項 休 合 護 免 休 代 職 職 勤

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

押
月

印

記
入
事
項

月 日 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 整理欄

押
出 出 研 年 公 療 病 生 産 慶
勤 張 修 休 傷 養 休 休 休 弔

印

第22号様式中「以降」を「以後」に改める。

第24号様式の16の次に次の３様式を加える。

第24号様式の17（第16条の22関係）

（表面）

高齢者部分休業承認申請書



年 月 日
殿

所 属
職
氏 名

（所属長認印）
次のとおり高齢者部分休業の承認を申請します。

年 月 日から 年 月 日まで１ 申 請 期 間
（当該職員の定年退職日）

１週間当たりの休業時間の合計 時間 分

毎日 時 分～ 時 分 水 時 分～ 時 分
２ 休 業 時 間

月 時 分～ 時 分 木 時 分～ 時 分

火 時 分～ 時 分 金 時 分～ 時 分

３ 申 請 理 由

※４ 所属長意見

５ 備 考

※ 承認番号
承 認 通 知 書

年 月 日
殿

㊞
上記については、□承認 □不承認 とする。

注１ ※印の欄は、申請者において記載しないこと。

２ 高齢者部分休業の承認が、職員からの年次有給休暇等の請求に基づき取り消された場合は、その旨

を裏面に記入すること。

（裏面）

休業の承認を取り消された時間 申請 所属 出勤簿
日付 時 間 数 備 考

午 前 午 後 者印 長印 照合印

時 分から 時 分から 時間
時 分まで 時 分まで 分

時 分から 時 分から 時間
時 分まで 時 分まで 分

時 分から 時 分から 時間
時 分まで 時 分まで 分

時 分から 時 分から 時間
時 分まで 時 分まで 分

時 分から 時 分から 時間
時 分まで 時 分まで 分

時 分から 時 分から 時間
時 分まで 時 分まで 分

時 分から 時 分から 時間
時 分まで 時 分まで 分

時 分から 時 分から 時間
時 分まで 時 分まで 分



時 分から 時 分から 時間
時 分まで 時 分まで 分

時 分から 時 分から 時間
時 分まで 時 分まで 分

時 分から 時 分から 時間
時 分まで 時 分まで 分

時 分から 時 分から 時間
時 分まで 時 分まで 分

時 分から 時 分から 時間
時 分まで 時 分まで 分

時 分から 時 分から 時間
時 分まで 時 分まで 分

時 分から 時 分から 時間
時 分まで 時 分まで 分

第24号様式の18（第16条の22関係）

高齢者部分休業の承認の取消し・休業時間の短縮同意書
年 月 日

殿
所 属
職
氏 名

□ 承認の取消しに同意します。
□ 次のとおり休業時間を短縮することに同意します。

年 月 日から 年 月 日まで
（当該職員の定年退職日）

１週間当たりの休業時間の合計 時間 分
１ 短縮後の
休業時間 毎日 時 分～ 時 分 水 時 分～ 時 分

月 時 分～ 時 分 木 時 分～ 時 分

火 時 分～ 時 分 金 時 分～ 時 分

２ 備 考

注 該当する□には、レ印を記入すること。

第24号様式の19（第16条の22関係）

高齢者部分休業時間延長承認申出書
年 月 日

殿
所 属
職
氏 名

（所属長認印）
次のとおり高齢者部分休業の承認時間の延長を申し出ます。

年 月 日から 年 月 日まで１ 申 請 期 間
（当該職員の定年退職日）

承認時間延長後の１週間当たりの休業時間の合計 時間 分
（当初承認された１週間当たりの休業時間の合計 時間 分）

２ 休 業 時 間 毎日 時 分～ 時 分 水 時 分～ 時 分

月 時 分～ 時 分 木 時 分～ 時 分



火 時 分～ 時 分 金 時 分～ 時 分

※３ 所属長意見

４ 備 考

※ 承認番号
承 認 通 知 書

年 月 日
殿

㊞
上記については、□承認 □不承認 とする。

注１ 申請する休業時間は、当初承認された休業時間以上とすること。

２ ※印の欄は、申請者において記載しないこと。

附 則

この訓令は、令和５年４月１日から施行する。



新
旧
対
照
表

沖
縄
県
教
育
委
員
会
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
47
年
沖
縄
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
４
号
）
新
旧
対
照
表

改
正

案
現

行

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

第
１
条

（
略
）

第
１
条

こ
の
訓
令
は
、
別
に
定
め
の
あ
る
も
の
の
ほ
か
、
沖
縄
県
教
育
委
員
会
（
以
下
「
教
育
委

員
会
」
と
い
う
。
）
の
所
管
に
属
す
る
一
般
職
の
職
員
（
市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
負
担
法
（
昭

和
2
3
年
法
律
第
1
3
5
号
）
第
１
条
及
び
第
２
条
に
規
定
す
る
職
員
を
除
く
。
以
下
「
職
員
」
と
い

う
。
）
の
服
務
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
着
任
）

（
着
任
）

第
３
条

（
略
）

第
３
条

職
員
は
新
た
に
職
員
と
な
り
又
は
転
勤
を
命
ぜ
ら
れ
た
場
合
並
び
に
地
方
公
務
員
法
（
昭

和
2
5
年
法
律
第
2
6
1
号
。
以
下
「
地
公
法
」
と
い
う
。
）
第
2
8
条
の
４
及
び
第
2
8
条
の
５
の
規
定
に

基
づ
き
採
用
さ
れ
た
場
合
は
、
発
令
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
７
日
以
内
に
着
任
し
、
着
任
後
速

や
か
に
着
任
届
（
第
１
号
様
式
）
を
所
属
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
疾
病
そ
の
他
特
別
の
理
由
に
よ
り
前
項
の
期
間
内
に
着
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
所

属
長
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
出
勤
時
刻
及
び
退
勤
時
刻
の
記
録
等
）

（
出
勤
時
刻
及
び
退
勤
時
刻
の
記
録
等
）

第
６
条

（
略
）

第
６
条

職
員
は
、
定
刻
ま
で
に
出
勤
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
職
員
は
、
出
勤
し
た
と
き
は
、
出
勤
時
刻
を
勤
務
管
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
自
ら
記
録
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
教
育
長
が
定
め
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
定
刻
ま
で
に
出
勤
し
た
と
き

は
、
出
勤
簿
（
第
４
号
様
式
）
に
自
ら
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
職
員
（
前
項
た
だ
し
書
の
職
員
を
除
く
。
）
は
、
退
勤
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
退
勤
時
刻
を

勤
務
管
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
所
属
長
は
、
教
育
長
が
定
め
る
場
合
を
除
き
、
前
２
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
管
理
シ
ス
テ
ム
の

記
録
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
第
２
項
た
だ
し
書
の
職
員
の
出
勤
簿
は
、
所
属
長
が
指
定
す
る
職
員
が
毎
日
点
検
し
、
出
張
、

休
暇
、
欠
勤
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
入
し
て
整
理
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
旧
対
照
表

1
ペ
ー
ジ
）

2
0
2
3
/
0
3
/
1
0
1
7
:
3
6

shimabkn
四角形



６
教
育
長
は
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
整
理
保
管
者
に
対
し
、
出
勤
簿
の
提
出
を
求

め
、
又
は
検
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
育
児
休
業
の
請
求
等
の
手
続
）

（
育
児
休
業
の
請
求
等
の
手
続
）

第
1
6
条
の
２

（
略
）

第
1
6
条
の
２

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
1
1
0
号
。
以
下
「
育

児
休
業
法
」
と
い
う
。
）
第
２
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
職
員
が
育
児
休
業
の
承
認
を
受
け
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
育
児
休
業
を
始
め
よ
う
と
す
る
日
の
１
月
前
ま
で
に
育
児
休
業
承
認
請
求
書

（
第
2
2
号
様
式
）
に
当
該
請
求
に
係
る
子
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
職
員
と
の
続
柄
等
を
証
明
す

る
書
類
を
添
え
て
教
育
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
育
児
短
時
間
勤
務
の
請
求
等
の
手
続
）

（
育
児
短
時
間
勤
務
の
請
求
等
の
手
続
）

第
1
6
条
の
５

（
略
）

第
1
6
条
の
５

職
員
は
、
育
児
休
業
法
第
1
0
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
育
児
短
時
間
勤
務
の
承

認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
育
児
短
時
間
勤
務
承
認
請
求
書
（
第
2
4
号
様
式
）
に
当
該
請
求

に
係
る
子
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
職
員
と
の
続
柄
等
を
証
明
す
る
書
類
を
添
え
て
教
育
長
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
沖
縄
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
４
年
沖
縄
県
条
２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
沖
縄
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
４
年
沖
縄
県
条

例
第
６
号
）
第
1
1
条
第
６
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
子
を
養
育
す
る
こ
と
を
計
画
し
て
い
る
と
き

例
第
６
号
）
第
1
1
条
第
５
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
子
を
養
育
す
る
こ
と
を
計
画
し
て
い
る
と
き

は
、
育
児
短
時
間
勤
務
計
画
書
（
第
2
4
号
様
式
の
２
）
を
教
育
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

は
、
育
児
短
時
間
勤
務
計
画
書
（
第
2
4
号
様
式
の
２
）
を
教
育
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

（
高
齢
者
部
分
休
業
の
申
請
等
の
手
続
）

（
新
設
）

第
1
6
条
の
2
2
職
員
は
、
地
公
法
第
2
6
条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
高
齢
者
部
分
休
業
の
承

認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
高
齢
者
部
分
休
業
を
始
め
よ
う
と
す
る
日
の
１
月
前
ま
で
（
学

校
に
勤
務
す
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
教
育
長
が
定
め
る
日
ま
で
）
に
高
齢
者
部
分
休
業
承
認
申
請

書
（
第
2
4
号
様
式
の
1
7
）
を
所
属
長
（
学
校
に
勤
務
す
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
教
育
長
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
高
齢
者
部
分
休
業
を
し
て
い
る
職
員
は
、
高
齢
者
部
分
休
業
の
承
認
の
取
消
し
又
は
高
齢
者
部

分
休
業
に
係
る
休
業
時
間
の
短
縮
に
同
意
す
る
と
き
は
、
高
齢
者
部
分
休
業
の
承
認
の
取
消
し
・

休
業
時
間
の
短
縮
同
意
書
（
第
2
4
号
様
式
の
1
8
）
を
所
属
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
高
齢
者
部
分
休
業
を
し
て
い
る
職
員
は
、
休
業
時
間
の
延
長
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き

（
新
旧
対
照
表

2
ペ
ー
ジ
）

2
0
2
3
/
0
3
/
1
0
1
7
:
3
6

shimabkn
四角形



（
新
旧
対
照
表

3
ペ
ー
ジ
）

2
0
2
3
/
0
3
/
1
0
1
7
:
3
6

は
、
当
該
延
長
を
し
よ
う
と
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参 照 条 文
○ 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十

一 号 ）

（ 高 齢 者 部 分 休 業 ）

第 二 十 六 条 の 三 任 命 権 者 は 、 高 年 齢 と し て 条 例 で 定

め る 年 齢 に 達 し た 職 員 が 申 請 し た 場 合 に お い て 、 公

務 の 運 営 に 支 障 が な い と 認 め る と き は 、 条 例 で 定 め

る と こ ろ に よ り 、 当 該 職 員 が 当 該 条 例 で 定 め る 年 齢

に 達 し た 日 以 後 の 日 で 当 該 申 請 に お い て 示 し た 日 か

ら 当 該 職 員 に 係 る 定 年 退 職 日 （ 第 二 十 八 条 の 二 第 一

項 に 規 定 す る 定 年 退 職 日 を い う 。 ） ま で の 期 間 中 、

一 週 間 の 勤 務 時 間 の 一 部 に つ い て 勤 務 し な い こ と

（ 次 項 に お い て 「 高 齢 者 部 分 休 業 」 と い う 。 ） を 承

認 す る こ と が で き る 。

２ （ 略 ）
○ 地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成

三 年 法 律 第 百 十 号 ）

（ 育 児 休 業 の 承 認 ）

第 二 条 職 員 （ 第 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ

た 同 項 に 規 定 す る 短 時 間 勤 務 職 員 、 臨 時 的 に 任 用 さ

れ る 職 員 そ の 他 そ の 任 用 の 状 況 が こ れ ら に 類 す る 職

員 と し て 条 例 で 定 め る 職 員 を 除 く 。 ） は 、 任 命 権 者

（ 地 方 公 務 員 法 第 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 任 命 権 者 及

び そ の 委 任 を 受 け た 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 承 認

を 受 け て 、 当 該 職 員 の 子 （ 民 法 （ 明 治 二 十 九 年 法 律

第 八 十 九 号 ） 第 八 百 十 七 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り

職 員 が 当 該 職 員 と の 間 に お け る 同 項 に 規 定 す る 特 別

養 子 縁 組 の 成 立 に つ い て 家 庭 裁 判 所 に 請 求 し た 者

（ 当 該 請 求 に 係 る 家 事 審 判 事 件 が 裁 判 所 に 係 属 し て

い る 場 合 に 限 る 。 ） で あ っ て 、 当 該 職 員 が 現 に 監 護

す る も の 、 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 六 十

四 号 ） 第 二 十 七 条 第 一 項 第 三 号 の 規 定 に よ り 同 法 第

六 条 の 四 第 二 号 に 規 定 す る 養 子 縁 組 里 親 で あ る 職 員

に 委 託 さ れ て い る 児 童 そ の 他 こ れ ら に 準 ず る 者 と し

て 条 例 で 定 め る 者 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） を 養 育 す る

た め 、 当 該 子 が 三 歳 に 達 す る 日 （ 非 常 勤 職 員 に あ っ

て は 、 当 該 子 の 養 育 の 事 情 に 応 じ 、 一 歳 に 達 す る 日

か ら 一 歳 六 か 月 に 達 す る 日 ま で の 間 で 条 例 で 定 め る

日 （ 当 該 子 の 養 育 の 事 情 を 考 慮 し て 特 に 必 要 と 認 め

ら れ る 場 合 と し て 条 例 で 定 め る 場 合 に 該 当 す る と き

は 、 二 歳 に 達 す る 日 ） ） ま で 、 育 児 休 業 を す る こ と

が で き る 。 た だ し 、 当 該 子 に つ い て 、 既 に 二 回 の 育

児 休 業 （ 次 に 掲 げ る 育 児 休 業 を 除 く 。 ） を し た こ と

が あ る と き は 、 条 例 で 定 め る 特 別 の 事 情 が あ る 場 合

を 除 き 、 こ の 限 り で な い 。

一 子 の 出 生 の 日 か ら 国 家 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関

す る 法 律 （ 平 成 三 年 法 律 第 百 九 号 。 以 下 「 国 家 公

務 員 育 児 休 業 法 」 と い う 。 ） 第 三 条 第 一 項 第 一 号

の 規 定 に よ り 人 事 院 規 則 で 定 め る 期 間 を 基 準 と し

て 条 例 で 定 め る 期 間 内 に 、 職 員 （ 当 該 期 間 内 に 労

働 基 準 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 四 十 九 号 ） 第 六 十

五 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 勤 務 し な い 職 員 を 除

く 。 ） が 当 該 子 に つ い て す る 育 児 休 業 （ 次 号 に 掲

げ る 育 児 休 業 を 除 く 。 ） の う ち 最 初 の も の 及 び 二

回 目 の も の

二 任 期 を 定 め て 採 用 さ れ た 職 員 が 当 該 任 期 の 末 日

を 育 児 休 業 の 期 間 の 末 日 と し て す る 育 児 休 業 （ 当

該 職 員 が 、 当 該 任 期 を 更 新 さ れ 、 又 は 当 該 任 期 の

満 了 後 引 き 続 い て 任 命 権 者 を 同 じ く す る 職 に 採 用

さ れ る こ と に 伴 い 、 当 該 育 児 休 業 に 係 る 子 に つ い

て 、 当 該 更 新 前 の 任 期 の 末 日 の 翌 日 又 は 当 該 採 用

の 日 を 育 児 休 業 の 期 間 の 初 日 と す る 育 児 休 業 を す

る 場 合 に 限 る 。 ）

２ 育 児 休 業 の 承 認 を 受 け よ う と す る 職 員 は 、 育 児 休

業 を し よ う と す る 期 間 の 初 日 及 び 末 日 を 明 ら か に し

て 、 任 命 権 者 に 対 し 、 そ の 承 認 を 請 求 す る も の と す

る 。

３ 任 命 権 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 請 求 が あ っ た と き

は 、 当 該 請 求 に 係 る 期 間 に つ い て 当 該 請 求 を し た 職

員 の 業 務 を 処 理 す る た め の 措 置 を 講 ず る こ と が 著 し

く 困 難 で あ る 場 合 を 除 き 、 こ れ を 承 認 し な け れ ば な

ら な い 。

（ 育 児 短 時 間 勤 務 の 承 認 ）

第 十 条 職 員 （ 非 常 勤 職 員 、 臨 時 的 に 任 用 さ れ る 職 員

そ の 他 こ れ ら に 類 す る 職 員 と し て 条 例 で 定 め る 職 員

を 除 く 。 ） は 、 任 命 権 者 の 承 認 を 受 け て 、 当 該 職 員

の 小 学 校 就 学 の 始 期 に 達 す る ま で の 子 を 養 育 す る た

め 、 当 該 子 が そ の 始 期 に 達 す る ま で 、 常 時 勤 務 を 要

す る 職 を 占 め た ま ま 、 次 の 各 号 に 掲 げ る い ず れ か の

勤 務 の 形 態 （ 一 般 職 の 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関

す る 法 律 （ 平 成 六 年 法 律 第 三 十 三 号 ） 第 六 条 の 規 定

の 適 用 を 受 け る 国 家 公 務 員 と 同 様 の 勤 務 の 形 態 に



よ っ て 勤 務 す る 職 員 以 外 の 職 員 に あ っ て は 、 第 五 号

に 掲 げ る 勤 務 の 形 態 ） に よ り 、 当 該 職 員 が 希 望 す る

日 及 び 時 間 帯 に お い て 勤 務 す る こ と （ 以 下 「 育 児 短

時 間 勤 務 」 と い う 。 ） が で き る 。 た だ し 、 当 該 子 に

つ い て 、 既 に 育 児 短 時 間 勤 務 を し た こ と が あ る 場 合

に お い て 、 当 該 子 に 係 る 育 児 短 時 間 勤 務 の 終 了 の 日

の 翌 日 か ら 起 算 し て 一 年 を 経 過 し な い と き は 、 条 例

で 定 め る 特 別 の 事 情 が あ る 場 合 を 除 き 、 こ の 限 り で

な い 。

一 日 曜 日 及 び 土 曜 日 を 週 休 日 （ 勤 務 時 間 を 割 り 振

ら な い 日 を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） と

し 、 週 休 日 以 外 の 日 に お い て 一 日 に つ き 十 分 の 一

勤 務 時 間 （ 当 該 職 員 の 一 週 間 当 た り の 通 常 の 勤 務

時 間 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 週 間 勤 務 時 間 」 と い

う 。 ） に 十 分 の 一 を 乗 じ て 得 た 時 間 に 端 数 処 理

（ 五 分 を 最 小 の 単 位 と し 、 こ れ に 満 た な い 端 数 を

切 り 上 げ る こ と を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同

じ 。 ） を 行 っ て 得 た 時 間 を い う 。 以 下 こ の 項 及 び

第 十 三 条 に お い て 同 じ 。 ） 勤 務 す る こ と 。

二 日 曜 日 及 び 土 曜 日 を 週 休 日 と し 、 週 休 日 以 外 の

日 に お い て 一 日 に つ き 八 分 の 一 勤 務 時 間 （ 週 間 勤

務 時 間 に 八 分 の 一 を 乗 じ て 得 た 時 間 に 端 数 処 理 を

行 っ て 得 た 時 間 を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同

じ 。 ） 勤 務 す る こ と 。

三 日 曜 日 及 び 土 曜 日 並 び に 月 曜 日 か ら 金 曜 日 ま で

の 五 日 間 の う ち の 二 日 を 週 休 日 と し 、 週 休 日 以 外

の 日 に お い て 一 日 に つ き 五 分 の 一 勤 務 時 間 （ 週 間

勤 務 時 間 に 五 分 の 一 を 乗 じ て 得 た 時 間 に 端 数 処 理

を 行 っ て 得 た 時 間 を い う 。 以 下 こ の 項 及 び 第 十 三

条 に お い て 同 じ 。 ） 勤 務 す る こ と 。

四 日 曜 日 及 び 土 曜 日 並 び に 月 曜 日 か ら 金 曜 日 ま で

の 五 日 間 の う ち の 二 日 を 週 休 日 と し 、 週 休 日 以 外

の 日 の う ち 、 二 日 に つ い て は 一 日 に つ き 五 分 の 一

勤 務 時 間 、 一 日 に つ い て は 一 日 に つ き 十 分 の 一 勤

務 時 間 勤 務 す る こ と 。

五 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 一 週 間 当 た り の 勤

務 時 間 が 五 分 の 一 勤 務 時 間 に 二 を 乗 じ て 得 た 時 間

に 十 分 の 一 勤 務 時 間 を 加 え た 時 間 か ら 八 分 の 一 勤

務 時 間 に 五 を 乗 じ て 得 た 時 間 ま で の 範 囲 内 の 時 間

と な る よ う に 条 例 で 定 め る 勤 務 の 形 態

２ 育 児 短 時 間 勤 務 の 承 認 を 受 け よ う と す る 職 員 は 、

条 例 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 育 児 短 時 間 勤 務 を し よ

う と す る 期 間 （ 一 月 以 上 一 年 以 下 の 期 間 に 限 る 。 ）

の 初 日 及 び 末 日 並 び に そ の 勤 務 の 形 態 に お け る 勤 務

の 日 及 び 時 間 帯 を 明 ら か に し て 、 任 命 権 者 に 対 し 、

そ の 承 認 を 請 求 す る も の と す る 。

３ 任 命 権 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 請 求 が あ っ た と き

は 、 当 該 請 求 に 係 る 期 間 に つ い て 当 該 請 求 を し た 職

員 の 業 務 を 処 理 す る た め の 措 置 を 講 ず る こ と が 困 難

で あ る 場 合 を 除 き 、 こ れ を 承 認 し な け れ ば な ら な

い 。



総務部人事課

　高年齢として条例で定める年齢に達した職員が申請した場合において定

年退職日までの期間について、勤務時間の一部につき勤務しないことを可

能とする休業制度（高齢者部分休業制度）を創設する。

・令和３年６月の地方公務員法（昭和25年法律第261号）の改正により、
　令和５年度から地方公務員の定年が段階的に引き上げられ、65歳とされ
　ることとなった。
・　高齢者部分休業制度は、加齢による諸事情への対応、地域ボランティ
　ア活動への従事など地域貢献等を想定し、定年退職前に先行的に休業を
　取得することができる制度（令和２年４月時点で24の都道府県で条例が
　制定されている。）。

⇒　地方公務員の定年引上げを踏まえ、高齢期職員の多様な働き方のニー
　ズに対応するための措置として、高齢者部分休業制度を導入する。

(1)休業をすることができる職員
　 高年齢として条例で定める年齢（55歳）に達した職員

(2)　休業の申請及び承認
　 　任命権者は、職員が高齢者部分休業を申請した場合において、公務
 　の運営に支障がないと認めるときは、条例で定めるところにより、申
 　請において示した日から定年退職日までの期間中、当該休業を承認す
 　ることができる。

(3)　休業の時間
　 １週間当たりの勤務時間の２分の１を超えない範囲内

(4)　休業の効果
　 勤務しない時間について減額して給与を支給する。

(5)　施行期日
　 令和５年４月１日

　 高齢者部分休業に関する条例の制定について

経緯・理由

条例案の概要


